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★★ 今回のテーマ ★★ 

内定取り消しの適法性 

＜内定に関する法的解釈＞ 
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「東証 1部上場のマンション分譲大手N社が内定者 53

人の内定を取り消した。」 

「福岡市の不動産会社に内々定を取り消された大学生

が、解決金の支払いを求めて労働審判を申し立てた。」 

昨年から急速に厳しさを増す経済状況により、経営環境

の悪化した企業が採用内定を取り消す事例が増えていま

す。今回は派遣契約の打ち切りとともに問題視されている

内定取り消しをテーマに取り上げ、その適法性について考

えてみたいと思います。 
 

１. 内定取り消しの実態 
 

 事業所数 人数 

高校生 47 137 

大学生等 155 632 

合計 172 769 
＊厚生労働省HPより 
 

上記は、新規学校卒業者の採用内定取り消しについて、

全国のハローワークが平成 20年 12 月 19 日現在で確認

できている数字です。ハローワークの未確認分や中途採用

分を考慮すると、倍以上になることも考えられます。 
 

２. 行政の動き  
国は採用内定取り消しを防ぐため、平成 21年 1月 19日

付で職業安定法施行規則の改正等を行いました。 

【主な改正点】 

（１）新規学校卒業者の採用内定取り消しを行おうとする場

合は、所定の様式によりハローワークに通知する。 

（２）採用内定取り消しの内容が下記のいずれかに該当す

る場合、企業名等の公表を行う。 

■2年度以上連続して行われたもの 

■同一年度内で 10名以上の者に対して行われたもの 

■事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らか

に認められないときに、行われたもの 

■内定取り消しの対象となった新規学校卒業者に対し

て、内定取り消しを行わざるを得ない理由について十分

な説明を行わなかったとき。 

■内定取り消しの対象となった新規学校卒業者の就職先

の確保に向けた支援を行わなかったとき。 
 

３.  「内定」の法的意味合い  
【大日本印刷事件（最高裁判決・昭 54.7.20）】 

「上告人（会社）からの募集（申込の誘引）に対し、被上告

人（内定者）が応募したのは、労働契約の申込であり、これ

に対する上告人からの採用内定通知は、右申込に対する

承諾であって、被上告人の本件誓約書の提出とあいまっ 

て、これにより、被上告人と上告人との間に、被上告人の就

労の始期を大学卒業直後とし、それまでの間、本件誓約書

記載の五項目の採用内定取消事由に基づく解約権を留保

した労働契約が成立したと解する。」 
 

内定については、過去の判例をみても上記の考え方が基

本となります。つまり、特別な合意がなければ応募者に対

する採用内定通知とこれに対する承諾により、労働契約が

成立すると考えられます。しかし、この労働契約は従業員と

して雇用された後の労働契約とは異なり、あくまでも仕事を

開始する時期を大学卒業直後とし、それまでの間に万が一

誓約書記載の採用内定取消事由が発生した場合には企業

が解約権を行使することができると考えられています。 
 

４. 内定取り消しが正当と認められるには  
企業による内定取り消しが適法とされるには、採用内定

当時知ることができないような事実であって、「解雇」と同

様、その理由が客観的かつ合理的と認められ、社会通念

上相当として認められる場合に限られます。 

【内定取り消しが正当と認められる事由】 

①学校を卒業できなかった場合 

②入社の条件とされた所定の免許・資格を取得できなかった

場合 

③健康状態に異常をきたし、勤務ができなくなった場合 

④犯罪行為を犯しての逮捕、起訴等 

⑤履歴書や誓約書等に虚偽の記載があり、その内容が採否

の判断において重大なものであった場合 

⑥事業所の休業等、新規採用を不可能とするような予測不

能の経営状況の悪化がみられたとき、等 

内定から取り消しに至る過程での説明不足を理由に企業

が損害賠償を命じられた事例もあります。内定通知書や誓

約書に内定取り消し事由を具体的に記載しておいたうえ

で、経営状況や内定取り消しに至る経緯の説明、他の就職

先の紹介等、誠意をもって対応することが求められます。 

 

本年もよろしくお願いします。 

今年いただいた年賀状の中で、大学の先輩が送ってくれた感

動の 1枚がありました。封書で送られてきたので、メッセージ

重視の方なのだろう、と思い開けてみると、赤い厚紙が 1枚出

てきて、スタンプで押された迎春という文字の横に、折り紙で丁

寧に作られた牛の頭（金の鼻輪付き）が貼り付けられていまし

た。言葉によらずシンプルに感動を与えるセンスがすばらしい

と思いました。来年に向けてコツコツ寅を折ろうか検討中です。 

● コラム ● 

― 今月の主な労務関連手続き ― 

・法定調書、給与支払報告書の提出（2 月 2日まで） 

・所得税確定申告（3 月 15 日まで） 


